
愛知県福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に係る変更申請手続きにおける計画書の修正に関する注意事項 

 

○基本情報入力シートでは、この欄（赤枠）以外は修

正しないでください。 

修正の際は、毎月国保連から配信される報酬額のお

知らせに示された 2～5 月分の報酬の実績を踏まえ、

過少とならないよう注意してください。 

※月遅れ請求等を考慮して、多めに記載いただいても

構いません 

基本情報入力シート 別紙様式２―１ 

○ （金額を修正する際は、）別紙様式 2-1 では、この欄 （赤枠）

以外は修正しないでください。 

 なお、別紙様式 2-2 は、原則修正できません。 

 


